
■
８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
薄
緑
色
）

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。
新

し
い
被
保
険
者
証
（
桃
色
）
は
７
月

中
に
送
付
し
、
届
い
た
日
か
ら
使
用

で
き
ま
す
。

■
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知

書
・
納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

納
付
方
法

●
特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
の
天
引
き

●
普
通
徴
収
…
７
月
〜
翌
年
３
月
の

各
納
期
限
（
全
納
の
場
合
は
７
月
31

日
）ま
で
に
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

■
保
険
料
の
軽
減

①
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険

料
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
５
１
，

６
４
９
円
）
が
下
表
の
通
り
軽
減
さ

れ
ま
す
。

●
基
礎
控
除
額
な
ど
は
、
税
法
改
正

な
ど
で
変
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
軽
減
を
判
断
す
る
「
総
所
得
金
額

等
」
に
は
、
専
従
者
控
除
、
譲
渡
所

得
の
特
別
控
除
の
税
法
上
の
規
定
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
国
民
健
康
保
険
と
同
様
に
、
年
金

収
入
に
つ
き
公
的
年
金
等
控
除
を
受

け
た
65
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
は
、

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
金
額
か
ら

15
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

●
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合

で
も
、
そ
の
世
帯
主
の
所
得
が
軽
減

判
定
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

②
所
得
割
額
の
賦
課
対
象
者
の
う

ち
、
所
得
割
額
算
定
に
か
か
る
被
保

険
者
の
所
得
が
58
万
円
以
下
（
年
金

収
入
の
み
の
場
合
は
、
そ
の
収
入
が

２
１
１
万
円
以
下
）
の
人
は
、
所
得

割
額
が
２
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

③
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保

険
や
共
済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶

所 得 の 判 定 区 分 軽減
割合

均等割額
（ 年 額 ）

①下欄②に属する人で、世帯の被保
険者全員の年金収入が80万円以下
で、その他各種所得が０円

9割 5,164
円

②世帯（同一世帯内の被保険者と世
帯主）の総所得金額等が33万円以下

8.5
割

7,747
円

③世帯（同一世帯内の被保険者と世
帯主）の総所得金額等が（33万円＋
27万円×被保険者数）以下

5割 25,824
円

④世帯（同一世帯内の被保険者と世
帯主）の総所得金額等が（33万円＋
49万円×被保険者数）以下

2割 41,319
円

対　象 負担
割合

自己負担限度額（月額）
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者（＊1） 3割 57,600円 80,100円＋（医療費ー267,000円）×１％（＊2）

一　般
1割

14,000円 57,600円（＊2）

低所得Ⅱ（住民税非課税世帯） 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ（＊3） 15,000円

※月の途中で75歳になる人は半額となります。
（＊1）同一世帯に課税標準額（地方税法上の各種控除後の所得）145万円以上の被保険者が
いる人（ただし、所得などの条件により、一般になる場合もあります）
（＊2）過去12ヵ月に3回以上該当した場合、４回目以降は44,400円
（＊3）住民税非課税世帯に属し、世帯員全員の各所得が0円（公的年金控除は80万円とし
て計算）である人または、住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

世帯の
課税状況 対　象 標準負担額（1食あたり）

課税 現役並み所得者一般 360円
指定難病患者（＊4） 260円

非課税
低所得Ⅱ

（住民税非課税世帯）
210円 過去12ヵ月の入院日

数が90日以内

160円 過去12ヵ月の入院日
数が90日を超える

低所得Ⅰ 100円

世帯の
課税状況 対　象 食　費

（1食あたり）
居　住　費
（1日あたり）

課税 現役並み所得者
一　般 460円（＊5）

320円

非課税
低所得Ⅱ（住民税非課税世帯） 210円

　低所得Ⅰ 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

（＊5）管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われてい
るなどの場合。それ以外の場合は420円の自己負担です。

（表2）入院時の食事代　
※適用を受けるためには、窓口での手続きが必要

（表3）療養病床に入院時の食事・居住費

（＊4）平成28年3月31日現在、1年以上継続して精神病棟
に入院しており引き続き入院する人も対象になります。

■
療
養
病
床
に
入
院
し
た
と
き

　

食
費
と
居
住
費
の
一
部
が
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。（
表
３
）

　

た
だ
し
、
入
院
医
療
の
必
要
性
が

高
い
人
は
表
２
の
「
入
院
時
の
食
事

代
」
の
み
負
担
と
な
り
ま
す
。

（表1）一部負担金の割合・自己負担限度額（平成29年8月～）

■
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
人
の
医
療

費
・
食
事
代

　

低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該
当
す
る
人

が
申
請
す
る
と
、
医
療
費
や
食
事
代

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
（
保
険
料
…
☎
06
・

４
７
９
０・
２
０
２
８
、
給
付
事
務

…
☎
06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

■
基
準
収
入
額
適
用
申
請

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
「
現

役
並
み
所
得
者
」
は
、
申
請
す
る
と

「
一
般
」（
１
割
負
担
）
に
な
り
ま
す
。

（
表
１
）

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
減
額
さ
れ

る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
新
た
に
該
当
す
る
人

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
表
１
・
２
）

　

現
在
使
用
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。
引
き

続
き
対
象
に
な
る
人
に
は
、
自
動
的

に
新
し
い
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

【
同
一
世
帯
内
で

被
保
険
者
が
１
人
の
場
合
】

●
被
保
険
者
の
収
入
額
が
３
８
３
万

円
未
満 

●
被
保
険
者
の
収
入
額
が
３
８
３
万

円
以
上
で
、
被
保
険
者
本
人
お
よ
び

同
一
世
帯
に
属
す
る
70
〜
74
歳
の
人

の
収
入
合
計
額
が
５
２
０
万
円
未
満

【
同
一
世
帯
内
で

被
保
険
者
が
２
人
以
上
の
場
合
】

●
被
保
険
者
の
収
入
合
計
額
が
５
２

０
万
円
未
満

養
者
で
あ
っ
た
人
は
、
所
得
割
額
は

課
さ
れ
ず
、
被
保
険
者
均
等
割
額
が

７
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

16広報いずみさの 平成29年7月号

泉佐野市H29.07月号.indb   16 2017/06/15   15:28:43



国
民
年
金
保
険
料

平
成
29   
年
度 

申
請
免
除
・
納
付

猶
予
の
申
請
受
付

　

所
得
基
準
の
審
査
に
基
づ
き
承
認

さ
れ
る
と
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
「
全
額
免
除
・
全
額
猶
予
」「
一

部
免
除
（
一
部
納
付
）」
さ
れ
ま
す
。

※
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
が
、
前
回

申
請
時
に
翌
年
度
以
降
の
継
続
申
請

を
希
望
し
、
全
額
免
除
ま
た
は
納
付

猶
予
の
承
認
を
受
け
た
人
は
不
要

■
対
象

対
象
期
間　

７
月
〜
来
年
６
月
分

※
過
去
2
年
間
に
免
除
し
忘
れ
て
い

る
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
期
間

に
つ
い
て
も
申
請
で
き
ま
す
。

所
得
審
査
対
象　

申
請
者
本
人
、
配

偶
者
、
世
帯
主
（
納
付
猶
予
の
場
合

は
本
人
、
配
偶
者
の
み
）

■
申
請
方
法

受
付　

７
月
３
日
㈪
以
降
に
、
市
役

所
１
階 

１
０
１
会
議
室
（
７
月
24

日
㈪
以
降
は
国
保
年
金
課
）
で

必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
、印
鑑（
本

人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

※
審
査
対
象
者
が
今
年
１
月
１
日
現

在
市
内
在
住
で
な
い
人
や
、
失
業
を

理
由
と
す
る
人
は
別
に
証
明
書
な
ど

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。　

■
承
認
を
受
け
た
期
間
は
…

●
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金
の
納
付
要
件
に
対
応
し
ま
す
。

●
年
金
額
算
定
の
際
、
申
請
免
除
の

場
合
は
保
険
料
を
全
額
納
め
た
場
合

と
比
べ
、
次
の
表
の
計
算
に
な
り
ま

す
。（
納
付
猶
予
の
場
合
は
年
金
額

の
計
算
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

※
一
部
納
付
額
が
未
納
の
ま
ま
の
場

合
、
一
部
免
除
も
無
効
（
未
納
と
同

じ
）
に
な
り
ま
す
。

種　　　類 年金額

　全額免除 1/2

一
部
免
除

4分の1納付
（一部納付額

4,120円）
5/8

2分の1納付
（一部納付額

8,250円）
3/4

4分の3納付
（一部納付額

12,370円）
7/8

国
民
年
金

問
合
先　

国
保
年
金
課

■
保
険
料
の
追
納

　

免
除（
一
部
免
除
は
納
付
済
期
間
）・

納
付
猶
予
承
認
期
間
の
保
険
料
は
承

認
を
受
け
た
月
以
降
10
年
以
内
で
あ

れ
ば
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
）
が
で
き
ま
す
。

※
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か

ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料

を
追
納
す
る
場
合
は
、
承
認
を
受
け
た

当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
入
院
時
の
居
住
費
（
光
熱
水
費
相

当
額
）
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

65
歳
以
上
の
医
療
療
養
病
床
に
入

院
す
る
患
者
の
居
住
費
に
つ
い
て
、

介
護
保
険
施
設
や
在
宅
と
の
負
担
の

公
平
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
光
熱
水

費
相
当
額
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
に

な
り
、
下
記
の
と
お
り
自
己
負
担
限

度
額
が
変
更
と
な
り
ま
す
。た
だ
し
、

難
病
患
者
に
つ
い
て
は
、居
住
費（
光

熱
水
費
相
当
額
）
の
負
担
を
求
め
ま

せ
ん
。

対　象 負担額
医療区分Ⅰ（ⅡⅢ以外の人） 370円/1日

医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の高い人）200円/1日

難病患者 0円/1日

対　象 負担額
医療区分Ⅰ（ⅡⅢ以外の人）

370円/1日医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の高い人）

難病患者 0円/1日

65歳以上医療療養病床

〈平成29年10月～〉 〈平成30年4月～〉
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高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

70
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
（
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

の
対
象
者
除
く
）
に
「
国
民
健
康
保

険
高
齢
受
給
者
証
」
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
８
月
〜
来
年
７
月
31
日
に
有

効
な
高
齢
受
給
者
証
は
、
７
月
中
に

送
付
し
ま
す
（
更
新
手
続
き
不
要
）。

※
来
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な

る
人
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で 

有
効

限
度
額
適
用
認
定
証

　

対
象
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、

申
請
す
る
と「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

（
住
民
税
非
課
税
の
国
保
世
帯
に
属

し
て
い
る
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
が
交
付

さ
れ
ま
す
。
認
定
証
を
医
療
機
関
に

提
示
す
る
と
、一
医
療
機
関
（
入
院
・

外
来
・
歯
科
は
そ
れ
ぞ
れ
別
計
算
）

で
の
一
月
の
自
己
負
担
が
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。
８
月

以
降
も
必
要
な
場
合
は
、
新
た
に
申

請
が
必
要
で
す
。
更
新
の
手
続
き
は

７
月
３
日
㈪
以
降
に
受
け
付
け
ま
す
。

国
保
若
年
者
基
本
健
診

実
施
日　

８
月
30
日
㈬
・
31
日
㈭

受
付
時
間

●
午
前
９
時
30
分
〜
９
時
50
分

●
午
前
10
時
〜
10
時
20
分

●
午
前
10
時
30
分
〜
10
時
50
分

場
所　

健
診
セ
ン
タ
ー

対
象　

15
歳
以
上
40
歳
未
満
の
泉
佐

野
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者

定
員　

各
50
人
（
先
着
順
）

自
己
負
担
金　

１
，
０
０
０
円

申
込　

７
月
18
日
㈫
〜
31
日
㈪
（
日

曜
日
・
祝
日
除
く
）
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
７
時
に
㈱
ア
イ
・
エ
ヌ
・

ジ
ー
・
ド
ッ
ト
コ
ム
（ 　

０
１
２
０
・

６
１
１・０
０
７
）
へ

国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
夜間納付相談

　保険料の納付および納
付相談窓口を設けていま
すので、ご利用ください。
日時　毎月第3木曜日（祝
日除く） 午後5時30分～
8時
場所　国保年金課　

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

国
民
健
康
保
険
加
入
者
（
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
の
対
象
者
除
く
）

●
70
歳
未
満

●
70
歳
以
上
で
住
民
税
非
課
税
の
国
保

世
帯
に
属
し
て
い
る 

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

国民健康保険の高額療養費等の見直しについて
問合先　国保年金課

■平成29年8月から世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をしていだだく観点から、低
所得者に配慮した上で、70歳以上の人の高額療養費の自己負担限度額が見直されます。
　なお、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額は平成27年1月に先行して見直されています。
70歳以上の人の高額療養費
＜平成29年8月～＞　※低所得Ⅰ・Ⅱは変更ありません。

■介護保険施設や在宅療養との負担の公平化を図る観点から、平成29年10月と平成30年4月に65歳以上の人
が療養病床に入院したときの居住費自己負担額が見直されます。
65歳以上の人の療養病床入院時の居住費　　　　
＜平成29年10月～＞　　　　　　　　　　　　　　　　　＜平成30年4月～＞

対　象 負担額
医療区分Ⅰ（ⅡⅢ以外の人） 370円/1日

医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の高い人）200円/1日

難病患者 0円/1日

対　象 負担額
医療区分Ⅰ（ⅡⅢ以外の人）

370円/1日医療区分ⅡⅢ
（医療の必要性の高い人）

難病患者 0円/1日

対　象 自己負担限度額（月額）
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み所得者（＊1） 57,600円 80,100円＋（医療費ー 267,000円）×１％（＊5）
一　般（＊2） 14,000円（＊6） 57,600円（＊5）
低所得Ⅱ（＊3） 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ（＊4） 15,000円

（＊1）住民税課税所得額（各種所得控除後の所得額）が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者と同一世帯に属して
いる国保被保険者
（＊2）現役並み所得者、低所得Ⅰ･Ⅱ以外の国保被保険者
（＊3）同一世帯の世帯主と国保被保険者が全て住民税非課税である世帯に属している低所得Ⅰ以外の国保被保険者
（＊4）同一世帯の世帯主と国保被保険者全てで、各人の所得が必要経費・控除（年金の所得は控除を80万円として計算）
を差し引いたときに0円となる国保 被保険者
（＊5）過去12ヵ月の間に4回以上該当した場合、４回目以降は44,400円
（＊6）年間の上限は144,000円
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介
護
保
険

問
合
先　

高
齢
介
護
課

７
月
に
送
付
し
ま
す

第
１
号
被
保
険
者
の

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

　

第
一
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）

の
介
護
保
険
料
は
、
4
月
1
日
現
在

の
世
帯
を
基
準
に
、
昨
年
中
の
合
計

所
得
金
額
や
住
民
税
課
税
・
非
課
税

の
状
況
を
も
と
に
決
定
し
、
7
月
初

旬
に
各
個
人
に
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

■
介
護
保
険
料
の
納
付

　

介
護
保
険
料
は
７
月
に
決
定
す
る

た
め
、
4
〜
6
月
を
仮
徴
収
期
間
と

い
い
、
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口
座

振
替
で
の
納
付
）
の
場
合
は
前
年
度

最
終
時
点
の
所
得
段
階
に
応
じ
た
金

額
を
、
ま
た
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
差
し
引
き
）
の
場
合
は
2
月
の
介

護
保
険
料
額
と
同
額
を
納
付
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。
仮
徴
収
期
間
の
介
護

保
険
料
額
と
、
7
月
に
送
付
す
る
介

護
保
険
料
決
定
通
知
書
に
記
載
の
介

護
保
険
料
額
（
年
間
保
険
料
額
）
と

の
差
額
を
７
月
か
ら
来
年
3
月
に
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
介
護
保
険
料
の
減
免
な
ど

　

災
害
な
ど
で
一
時
的
に
収
入
が
減

少
し
た
た
め
保
険
料
が
納
付
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
保
険
料
の

徴
収
猶
予
や
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
世

帯
（
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

除
く
）
で
、
次
の
条
件
に
す
べ
て
該

当
す
る
場
合
は
、
介
護
保
険
料
の
一

部
を
減
額
し
ま
す
。

条
件

●
被
保
険
者
の
所
得
段
階
が
第
２
段

■
保
険
料
の
納
付
は
納
期
限
ま
で
に

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い
場
合

に
、
本
来
納
付
す
る
保
険
料
額
に
加

え
、
督
促
手
数
料
（
80
円
）
や
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
介
護
認
定
を
受
け
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
は
、
納
期
限

ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平
を
保
つ
た

め
、
納
付
し
て
い
な
い
期
間
に
応
じ
た

「
給
付
制
限
」
措
置
を
行
う
こ
と
に
な

り
、1
割
負
担
で
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
や
、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
で
き
な

い
期
間
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

安
心
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利

用
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
保
険
料
の

納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
普
通
徴
収
で
納
付
す
る
人
は

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
納
付

の
た
び
に
金
融
機
関
に
出
向
く
必
要

が
な
く
、
た
い
へ
ん
便
利
で
す
。

　

家
族
の
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し

に
よ
る
納
付
も
で
き
ま
す
。

■
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
利
用

で
き
ま
す

　

７
月
以
降
送
付
の
納
付
書
に
つ
い

て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
納
付
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

納
付
し
て
い
た
だ
け
る
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
店
舗
に
つ
い
て

は
、納
付
書
裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

段
　
階

対 象 者 基準額に対す
る割合（倍）

保 険 料
（円）

本
人
非
課
税

1
生活保護受給者、世帯非課税で老齢福祉年金受給
者及び本人の前年合計所得＋課税年金収入が80
万円以下の人

0.45 36,045

2 世帯全員が非課税で本人の前年合計所得＋課税年
金収入が120万円以下の人 0.75 60,075

3 世帯全員が非課税で第２段階以外の人

4 世帯に課税者がおり、本人の前年合計所得金額＋課税年金収入が80万円以下の人 0.9 72,090

5 世帯に課税者がおり、第4段階以外の人 1.0 80,100

本
人
課
税

6 本
人
が
課
税
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

右
の
額
の
人

120万円未満 1.2 96,120
7 120万円以上190万円未満 1.3 104,130
8 190万円以上200万円未満 1.4 112,140
9 200万円以上240万円未満 1.5 120,150
10 240万円以上290万円未満 1.6 128,160
11 290万円以上400万円未満 1.7 136,170
12 400万円以上600万円未満 1.8 144,180
13 600万円以上800万円未満 2.0 160,200
14 800万円以上1,000万円未満 2.25 180,225
15 1,000万円以上 2.5 200,250

階
以
上
で
、
世
帯
全
員
の
年
間
収

入
合
計
額
が
基
準
額
（
１
人
世
帯

１
０
８
万
円
、
２
人
世
帯
以
上
は
世

帯
員
１
人
に
つ
き
54
万
円
を
加
算
）

以
下
で
あ
る

●
だ
れ
か
ら
も
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

●
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

●
世
帯
全
員
の
預
貯
金
、
国
債
、
地
方

債
、
そ
の
他
金
融
資
産
の
元
本
の
合
計

金
額
が
３
５
０
万
円
を
超
え
な
い

保険料額（年額）

●
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の
世
帯
員
に

介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

減
免
内
容　

申
請
月
以
降
の
介
護
保

険
料
を
１
段
階
下
の
所
得
段
階
保
険

料
額
に
減
額
（
申
請
が
８
月
以
降
の

場
合
は
月
割
計
算
）

※
減
免
に
は
、
申
請
書
や
資
産
調
査

の
承
諾
書
（
家
族
全
員
分
）
な
ど
の

提
出
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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税問
合
先　

税
務
課

市
税
の
納
付
に
つ
い
て

　

7
月
31
日
㈪
は
固
定
資
産
税
第
２

期
分
の
納
期
限
で
す
。
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税
・
市
府
民
税

第
１
期
分
、
軽
自
動
車
税
全
期
分
の

納
期
限
は
過
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
ま

だ
納
付
し
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
税
の
納
付
に
は
口
座
振

替
の
ご
利
用
が
便
利
で
す
。

●
納
期
限
内
に
納
め
な
い
と
…

　

督
促
状
（
１
通
80
円
の
手
数
料
を

徴
収
）
に
よ
り
納
付
を
促
し
ま
す
。

　

ま
た
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の

ほ
か
に
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
、
負
担

が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と
…

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
納
税
者
と

の
公
平
を
保
ち
、
大
切
な
市
税
収
入

を
確
保
す
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
滞

納
し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
、

給
与
、
預
貯
金
な
ど
）
を
調
査
の
う

え
差
押
え
し
、
換
価
（
公
売
・
取
立
）

す
る
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
滞
納
処
分
は

最
終
手
段
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

滞納処分の状況（件） 

処分内容 平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

差
押

不動産 57 40 35
預貯金
など債権 473 580 498

交付要求 150 133 149
抵当権の設定 8 0 0

公
売
不動産 1 2 2
動　産 28 22 26

■
所
得
税
な
ど
の
予
定
納
税

　

第
１
期
分
の
納
期
限
と
振
替
納
税

日
は
平
成
29
年
７
月
31
日
㈪
で
す
。

　

振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
人

は
、
納
期
限
前
日
ま
で
に
口
座
の
残

高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
予
定
納
税
と
は

　

前
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
な
ど
に
基
づ

き
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額
が

15
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
、
原
則

そ
の
3
分
の
1
相
当
額
を
そ
れ
ぞ

れ
７
月(

第
１
期
分)

と
11
月(

第
２

期
分)

に
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

●
納
税
す
る
額

　

予
定
納
税
が
必
要
な
人
に
は
、
６

月
中
旬
に
所
轄
税
務
署
か
ら
「
予
定

納
税
額
の
通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
第

１
期
分
の
金
額
が
納
税
す
る
額
で

す
。

●
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請

　

業
況
不
振
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

平
29
年
６
月
30
日
㈮
の
現
況
で
、
平

成
29
年
分
の
「
申
告
納
税
見
積
額

（
年
間
所
得
や
所
得
控
除
な
ど
を
見

積
も
っ
て
計
算
し
た
税
額
）」
が
、

所
轄
税
務
署
か
ら
通
知
さ
れ
て
い
る

はじめての複式簿記（入門編）
　個人事業者のみなさんのために、泉佐野税務署と共
催で簿記教室を開催します。
　簿記の基礎知識から複式簿記での記帳までを習得
していただきます。
  経営の充実および青色申告特別控除（65万円）適用
のためにも、複式簿記での記帳を学んでみませんか。
日時　9月4日㈪・6日㈬・11日㈪・14日㈭・19日㈫・
21日㈭ 午後1時30分～4時（全6回）
対象　初めて簿記を学ぶ個人事業者・事業専従者
定員　30 人（先着順）

講師　近畿税理士会泉佐野支部所
属の税理士
教材費　2,400円
場所・申込・問合先　7月10日
㈪～31日㈪に公益社団法人 泉佐
野納税協会（泉佐野税務署隣 ☎
462-0634 Fax462-9673）へ

に
な
ら
な
い
よ
う
、
市
税
は
納
期
限

内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

「
予
定
納
税
基
準
額
」
よ
り
も
少
な

く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
平

成
29
年
７
月
18
日
㈫
ま
で
に
予
定
納

税
の
減
額
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
予
定
納
税
の
納
付

　

振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
人

は
、
納
期
限
（
平
成
29
年
７
月
31
日

㈪
）
に
指
定
の
金
融
機
関
の
口
座
か

ら
自
動
的
に
納
付
さ
れ
ま
す
。
納
期

限
前
日
ま
で
に
口
座
の
残
高
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
以
外
の
人
は
、
納
期
限
ま
で

に
金
融
機
関
ま
た
は
所
轄
税
務
署
の

窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
付

に
当
た
っ
て
は
、
電
子
納
税
も
ご
利

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

申
請
・
問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署

☎
４
６
２・
３
４
７
１

用
い
た
だ
け
ま
す
。
詳
し
く
は
、e-T

ax

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.

e-tax.nta.go.jp/

）
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
専
用
のW

eb

画
面
か
ら

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
り
納
付
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.go.jp/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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